
隠岐ユネスコ世界ジオパークロゴマーク等使用規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、隠岐ユネスコ世界ジオパークロゴマーク（別図。以下「ロゴマーク」と

いう）及び図版、写真画像を使用する場合の手続・使用方法等の取扱に関して、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規程においてロゴマーク等とは、隠岐ユネスコ世界ジオパークの様々な取組を、

国内・国外に広くアピールするため一般社団法人隠岐ジオパーク推進機構(以下「推進

機構」という)が有するロゴマークおよび図版、写真画像等をいう。 

 

（対象者） 

第３条 このロゴマーク等の使用対象者は公序良俗に反しない限り、趣旨に賛同し規程に沿っ

た手続きを行うすべての者とする。 

 

（使用料） 

第４条 このロゴマーク等の使用については、原則として無償とする。 

 

（使用期間） 

第５条 このロゴマーク等の使用期間については、使用開始日から最大 3年間とする。 

 

（申請） 

第６条 ロゴマーク等を使用するにあたっては、事前に隠岐ユネスコ世界ジオパークロゴマー

ク等使用申請書（様式第１号）を推進機構に提出し、推進機構理事長(以下、「理事長」

という)の承認を受けなければならない。 

 ２． 推進機構会員(以下「会員」という)のロゴマーク等の使用にあたっては、事後の届出

を可とし、隠岐ユネスコ世界ジオパークロゴマーク等使用届出書(様式第２号)を協議

会へ 1部提出すること。なお、押印については省略して差し支えないこととする。 

 

（更新） 

第７条 ロゴマーク等の継続使用については、使用期間終了日の 10日前までに推進機構に申請

を提出すること。ただし、会員については届出書を提出すること。 

 

（承認） 

第８条 理事長は、第６条の規定による申請や届出があった場合、審査のうえ、使用を承認す

るものについては承認書（様式第３号）により、申請者および届出者に通知する。 

 

 

 



（不承認） 

第９条 理事長は、第６条の規程による申請があった場合、審査のうえ、次の各号のいずれか

に該当する場合にはロゴマーク等の使用について不承認とし、申請者および届出者に

文書にて通知する。 

(1) 隠岐ユネスコ世界ジオパークの推進に支障を生じる恐れが認められるとき。 

(2) ロゴマーク等が使用者の自己の信用を高めるために使用すると認められるとき。 

(3) 隠岐ユネスコ世界ジオパークの推進活動の趣旨に反すると認められる営利活動ま

たは特定の政治活動や宗教活動に関すると認められるとき。 

 

（完成品の提出） 

第１０条 申請者および届出者は、申請および届出内容の物件が完成したときには、その完成

品若しくは完成品の写真等を、推進機構に提出するものとする。 

 

（使用取り消し） 

第１１条 理事長は、第８条の規程により承認したものについて、第９条の各号いずれかに該

当することが明らかになった場合にはロゴマーク等の使用について、申請および届

出時にさかのぼって承認を取り消すことができる。 

 

 

（補足） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、ロゴマーク等の使用に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

 

附 則 

この規定は、令和４年４月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



【様式第１号】(第６条関係) 

   年   月   日 

（一社）隠岐ジオパーク推進機構 

理事長  池田  高世偉  様 

（申請者） 

住    所 〒 

名    称  

代 表 者                   ㊞ 

電話番号        （     ）        

  

隠岐ユネスコ世界ジオパークロゴマーク等使用申請書 

 

隠岐ユネスコ世界ジオパークロゴマーク等を次のとおり使用したいので申請します。 

 

１．区分 

※当てはまる数字に○をしてください 

１ 新規   ２ 更新(前回の承認番号：               ) 

２．使用対象 

※当てはまる数字に○をしてください 

１ ロゴマーク 

２ 図版及び写真画像 

３ その他（                                     ） 

３．使用目的 

※当てはまる数字に○をしてください 

 １  ポスター・チラシ   

 ２  １以外の広報・印刷物（ 無償配布  有償配布 ）        

 ３  記念品 

 ４  商品 

 ５  その他（                                   ） 

４．使用期間 

※使用開始日から最大 3年間とする。 

   年   月   日から     年   月   日まで 

５．使用内容 

 

※事業名称や形態、配布対象など、ロゴマーク等を使用するものをどう使うのかがわかるようにお書

きください。（資料添付でも可） 

 

 

 

 

６．連絡責任者 

氏名 電話番号    （   ） 

役職名 FAX番号    （   ） 

E－mail： 

７．備考欄 
 

 

添付資料 （ あり ・ なし ） 



【様式第２号】(第６条関係) 

   年   月   日 

（一社）隠岐ジオパーク推進機構 

理事長  池田  高世偉  様 

（申請者） 

住    所 〒 

名    称  

代 表 者                   ㊞ 

電話番号        （     ）        

  

隠岐ユネスコ世界ジオパークロゴマーク等使用届出書 

 

隠岐ユネスコ世界ジオパークロゴマーク等を次のとおり使用したいので届け出ます。 

 

１．区分 

※当てはまる数字に○をしてください 

１ 新規   ２ 更新(前回の承認番号：               ) 

２．使用対象 

※当てはまる数字に○をしてください 

１ ロゴマーク 

２ 図版及び写真画像 

３ その他（                                     ） 

３．使用目的 

※当てはまる数字に○をしてください 

 １  ポスター・チラシ   

 ２  １以外の広報・印刷物（ 無償配布  有償配布 ）        

 ３  記念品 

 ４  商品 

 ５  その他（                                   ） 

４．使用期間 

※使用開始日から最大 3年間とする。 

   年   月   日から     年   月   日まで 

５．使用内容 

 

※事業名称や形態、配布対象など、ロゴマーク等を使用するものをどう使うのかがわかるようにお書

きください。（資料添付でも可） 

 

 

 

 

６．連絡責任者 

氏名 電話番号    （   ） 

役職名 FAX番号    （   ） 

E－mail： 

７．備考欄 
 

 

添付資料 （ あり ・ なし ） 



【様式第３号】(第８条関係) 

 

隠ユ世ジ推第○○号 

令和○年○月○日 

 

○○ ○○ 様 

 

（一社）隠岐ジオパーク推進機構 

理 事 長  池 田  高 世 偉 

 

隠岐ユネスコ世界ジオパークロゴマーク等使用承認書 

 

令和○○年○○月○○日付で申請のあった隠岐ユネスコ世界ジオパークロゴマーク等使用について

は、次のとおり承認します。 

 

●区    分 

 

●承 認 番 号 

 

●使 用 者 

 

●使用承認期間   令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで 

 

●使 用 対 象 

 

●使 用 内 容 

 

 

 

◎使用条件 

１ ロゴマーク等の一部分のみを使用し、又はロゴマーク等を変形し、もしくは他の図形や文字と重ね

て使用しないでください。また指定外の配色はしないでください（モノクロは可）。 

２ ロゴマーク等を使用する場合、使用する物品の表示、安全性に関する事項については各種法律に

基づき、使用者が全て責任を負うものとします。 

３ 物品並びに各種印刷物等にロゴマーク等を使用する際にかかる費用は、使用者が負担してくださ

い。 

４ ロゴマーク等を使用した印刷物等を一部、（一社）隠岐ジオパーク推進機構に提出してください。 

５ 使用した際にロゴマーク等の資料提供者として「（一社）隠岐ジオパーク推進機構」の表示を行うこ

と。（ロゴマークのみの場合はその限りではありません） 

６ 使用条件に違反してロゴマーク等を使用した場合、ロゴマーク等使用承認申請の内容に虚偽があ

った場合等の際は、使用条件の変更、使用承認の取消、又は使用物件の回収を求めることがあり

ます。 

 

 

号 

 

 

 


